
令和 3年度 第48回 居合道中央講習会・地区講習会 (大分・新潟)要 項

全 日本貪1道連盟
1. 目的

居合道の全国的普及 と技能の向上を図るとともに、新型コロナウイルス感染拡大の

中で、 「全 日本倹4道連盟居合」の的確な伝達と審判実技を行い、共通理解を得ること

を目的とする。

2.期  日

(大分県)令策日3年 6月 26曰 (土)～ 27日 (目 )2日 間

26日 (土) 午前 10時  (開講式)～午後 5時 (終 了)

27日 (日 ) 午前 9時  (開 始)～午後 1時 30分 (閉講式)

(新潟県)令和 3年 7月 3日 (土)～ 4日 (日 )2日 間

3日 (土) 午前 10時  (開講式)～午後 5時 (終 了)

4日 (日 ) 午前 9時  (開 始)～午後 1時 30分 (閉 講式)

3.会  場

(大分県)昭和電工武道スポーツセンター  ※別紙案内図参照

〒870-0126 大分県大分市横尾 1351電 話 097-520-0800

(新潟県)新潟県立武道館   ※別紙案内図参照

〒94卜0176 新潟県上越市戸野目古新田375-1電 話 025520-8897

4.主  催  公益財団法人 全 日本剣道連盟

主  管  一般社団法人 大分県剣道連盟 。一般社団法人 新潟県剣道連盟

5.受講資格および人員

(1)各都道府県貪1道連盟の登録会員であること。

(2)居合道六段以上の者、年齢に制限なし。

(3)参加は、大分講習は近畿 。中国 。四国・九州地区の府県。

新潟講習は北海道・東北・関東・北陸 。東海地区の都道県。

6.騨習科 目

(1)居合道解説書に基づく作法と形の実習 暉指導法の講習。

(2)審判実技および審判法の講習。

(3)古流の研究。

7.講師および 日程表

別紙のとお り。



8.受講者の申込み

令和 3年 5月 10日 (月 )ま でに局1紙に定める申込み様式により、
参力日料 を添え、登録連盟 を通 じて申込むこと。
T102-0074

東京都千代田区九段南 2-3-14 靖国九段南 ビル 2階
全 日 本 倹1道 連 盟

(電話)03-3234-6271 (FAX)o3-3234-60o7

9.参 加 料

1人  4, 400円 (申 込み と同時に納入のこと)

10,参加上の留意事項

(1)携行品…居合刀、貪1道着 (居合道着)、 袴、筆記用具、居合道解説書、
居合道試合審判規貝J、 審判旗、倫理に関するガイ ドライン、
対人稽古再開に向けた感染拡大予防のガイ ドライン

居合道稽古再開に向けた感染拡大予防のガイ ドライン

※各ガイ ドラインは全貪1連ホームページに掲載 してお ります。

(2)
「几例」

黒または紺色の剣道着 (居合道着)の場合は、
黒または紺色の布地に自字とし、自色の

剣道着 (居合道着)6「D場合は、自地に黒字とする。

(3)講習参カロに当たって、携行品資料を熟読の うえ出席すること。
(4)太刀に下げ緒を結束すること。

11.安全対策

参カロ者は、各自十分健康管理に留意 し本講習会に参加すること。
高齢の参加者については、特に留意のこと。
参加者は、健康保険証を持参のこと。
主催者において、講習実施中、傷害発生の場合は、医師または看護師に

より応急処置を講 じ、病院等で治療を受けられるよう手配する。この場合、
当日の治療費 (手術、入院費は含まない)は主催者が負担する。

なお、主催者は、講習中の参加者の事故に対 し (講習会場への往復途上を
含む)、 傷害保険に加入する。

新型コロナ ウィルス感染症拡大予防の為、全 日本剣道連盟のガイ ドライン
を遵守すること。

都道府県名お よび姓を明記 した名札を左胸部に付けること。



，

】 個人情報保護法への対応

※以下を申込者に周知して下さい。

申込書に記載されるIElttjll報 (登録県名、称号・段位、漢字氏名、年齢、
住所、電話番号、職業等)は全 日本剣道連盟および地方代表団体 (各都道
府県剣道連盟)が実施する本講習会運営のためにXll用 することがある。
なお、登録県名、氏名、年齢等の最小限の個人情報は必要の都度、目的に
合わせ公表媒体 (掲示用紙、ホームページ、剣窓等)に公表することがある。
更に、普及発展のためマスコミ関係者に必要なfEl人情報を提供することが
ある。全尖1連は、研究材料としてビデォ撮影することがある。

注意事項

本講習会では、関係者および参カロ者のみとし、見学者は一切お断 りします。
本講習会では、入場時体温演J定を実施 し37.5度以上ある者は受講できません。
参カロ者は、必ず面マスクまたはマスクを着用 してください。
参力日者は、入場時 「受講者確認票」を提出してください。

14。 その他

(1)本講習会を完全に受講 した者には、修了証を授与する。
(2)当 日の申込みは行いません。

(3)申 込み後、欠席者に対す る返金は行いません。

13.


